
市議会本会議における採決方法の変更及び、 
陳情書のオンライン提出の開始について 

 
 相模原市議会では、令和８年５月２１日に開催しました、令和８年相模原市議会定例会

第１回臨時会議において、市議会委員会条例及び市議会会議規則の一部を改正する委員会

提出議案を提出し、賛成総員により、可決されました。条例等の改正により、以下の事項

について変更を行います。 
 
① 市議会本会議における採決方法が変わります 

   これまで議案等の採決において、議員は起立することで賛成の意思を示してまいり

ました。この度、押しボタンにより賛否の意思を示す電子採決システムを導入し、令

和８年相模原市議会６月定例会議の採決から運用してまいります。このことにより、

市議会を傍聴される市民の皆様には、議員個々の賛否の状況を本会議場の大型モニタ

や中継画面で確認することが可能となり、審議の状況がより分かりやすくなります。 

         
         採決画面イメージ：反対の場合は議員名を赤で表示 

 
② 陳情書のオンライン提出が可能になります 

   市議会への陳情書の提出方法について、これまでの議会への持参または郵送に加え、

令和８年６月から、オンラインによる提出が可能となります。このことにより、市政

に対する要望等がより行いやすくなります。 
   陳情書の提出に当たっては、市議会ホームページにアクセスいただき、提出の流れ

等をご確認いただきますようお願いします。 
  ※市外の方からの、郵送またはオンラインによる提出の場合は、参考資料として各議員へ配

付するのみとなります。 

 
市議会ホームページ https://www.sagamihara-shigikai.jp/doc/2013120600324/ 
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